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(57)【要約】
【課題】ゴミ焼却場等で廃棄物を焼却した際に生じる排煙中には、酸性ガスやガス化した
重金属類が含まれている虞があり、集塵工程で排煙から分離された飛灰中に移行した重金
属類が飛灰から溶出すると公害問題を引き起こす虞がある。本発明は排煙中に含まれる酸
性ガスと重金属類とを効率よく確実に無害化して安全に処理することができる排煙処理方
法を提供する。
【解決手段】本発明は、焼却施設において排出される排煙を２００℃以下に冷却した後、
集塵機出口の塩化水素ガス濃度及び集塵機から分離した煤塵の溶出試験における溶出液の
ｐＨを所定時間毎に測定しながら、塩化水素ガス濃度が１００ｐｐｍ以下となる量の消石
灰及び、溶出試験における溶出液のｐＨが１０．５～１２．０となる量の、硫酸アルミニ
ウム及び／又は硫酸第一鉄を主成分として含む煤塵処理剤を煙道内に導入して排煙と接触
させることを特徴とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
焼却施設において排出される排煙を２００℃以下に冷却した後、集塵機出口の塩化水素ガ
ス濃度及び集塵機から分離した煤塵の溶出試験における溶出液のｐＨを所定時間毎に測定
しながら、塩化水素ガス濃度が１００ｐｐｍ以下となる量の消石灰及び、溶出試験におけ
る溶出液のｐＨが１０．５～１２．０となる量の、硫酸アルミニウム及び／又は硫酸第一
鉄を主成分として含む煤塵処理剤を煙道内に導入して排煙と接触させることを特徴とする
排煙処理方法。
【請求項２】
排煙から分離した煤塵に、水とともに重金属固定化剤を添加して混練する請求項１記載の
排煙処理方法。
【請求項３】
重金属固定化剤がジチオカルバミン酸型重金属固定化剤である請求項２記載の排煙処理方
法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はゴミ焼却場等において一般廃棄物、産業廃棄物等の廃棄物を焼却した際や、火
力発電所において石炭を燃焼させた際等に生じる排煙中等に含まれる有害な酸性ガス類や
、重金属類を同時に確実かつ安全に効率良く処理することのできる排煙処理方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年のゴミの多様化に伴い、一般廃棄物、産業廃棄物中には多種多様のプラスチック類
、金属類、生ゴミ類が含まれており、また化石燃料である石炭中にも種々の重金属が含ま
れている。このため、廃棄物を焼却したり石炭を燃焼した際に発生する排煙中には煤塵と
ともに、塩化水素ガス等の酸性ガス類やダイオキシン類が含まれている虞がある。また沸
点の低い水銀、鉛、カドミウム、銅、クロム、亜鉛、セレン、ホウ素、ヒ素等の有害な重
金属類はガス化して排煙中に含有され、排煙温度が低下する集塵工程で固化して煤塵中に
移行して排煙から分離される。このため、酸性ガスやダイオキシン類が含まれている排煙
や、重金属類が含有されている煤塵をそのまま廃棄すると、重大な公害問題を生じる虞が
ある。
【０００３】
　従来より、排煙中の塩化水素ガスに対しては、排煙に水酸化カルシウム、酸化カルシウ
ム、炭酸カルシウム等のアルカリ化合物を添加して中和除去する方法が採用されている。
一方、重金属類に対しては、排煙から分離した煤塵に重金属固定化剤を添加し、重金属類
の煤塵中からの溶出を防止する処理が行われている。従来、重金属固定化剤としては、鉛
やカドミウム等の重金属に対する固定化能の高いジチオカルバミン酸系重金属固定化剤が
広く用いられているが、ジチオカルバミン酸系重金属固定化剤は、単独ではヒ素、クロム
（ＶＩ）、セレン、ホウ素等に対する固定化能に乏しいという問題があり、しかも処理後
の煤塵が酸性下に晒されると固定化した水銀等の重金属類が煤塵中から溶出する虞があっ
た。また排煙中に塩化水素ガスが含まれている場合、ジチオカルバミン酸系重金属捕集剤
は、これらのガスを処理できないばかりか、酸性物質が存在すると高温の排煙中で分解し
て多量の有害ガス（二硫化炭素、硫化水素）が発生し、極めて危険であるなど安全性に大
きな問題があり、排煙中の有害ガスと重金属類とを同時に処理するために用いるには問題
があった。
【０００４】
　排煙中の塩化水素等の酸性ガスに対しては、消石灰を添加して中和する方法が採用され
ているが、この方法は重金属類に対しては有効ではないため、消石灰と、セメント類、硫
酸塩、水酸化アルミニウム、塩化鉄、キレート剤、水ガラス、リン酸塩等の有害金属安定
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化剤とを排ガス誘導管内に噴霧して排ガスを処理し、排ガス中の酸性ガスと、重金属特に
鉛の溶出を防止する方法（特許文献１）、消石灰と、多孔質二酸化ケイ素等の粉体状の多
孔質吸着剤を主成分とする排ガス処理剤を排ガス処理工程で吹き込んで、排ガス中の塩化
水素等の酸性ガスを中和するとともに、重金属類を安定化する方法（特許文献２）等が提
案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３８６７３０７号公報
【特許文献２】特開平９－９９２３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら特許文献１記載の方法は、重金属類の中でも鉛の溶出防止効果には優れて
いるが、他の重金属類に対する安定化効果は十分とは言い難い。特に排煙中に含まれるカ
ドミウム、水銀、セレン、クロム（ＶＩ）、砒素、アンチモン等の重金属類はオキソ陰イ
オンやその塩となっていることがあるが、引用文献１記載の方法はオキソ陰イオンやその
塩に対する安定化効果は不十分であった。また引用文献２記載の方法は、高価な多孔質吸
着剤を使用するため処理剤コストが高くつくとともに、排煙中の酸性ガス、重金属成分の
処理効果も十分とは言い難く、特にオキソ陰イオンやその塩に対する固定化能は不十分で
あった。また、消石灰と塩化水素ガスとの反応は固体－気体反応であるため反応効率が悪
く、排煙中の塩化水素ガスを所定の排出基準値以下まで処理するためには、必要量以上に
過剰の消石灰を添加している。このため、排煙から煤塵中に移行した金属は通常、殆どが
水不溶性の水酸化物となっており、これらは比較的容易に安全な処理が可能である。しか
しながら、排煙中の塩化水素ガス濃度は常に一定ではないため、酸性ガス量に対して消石
灰量が過剰となることがあり、その結果、金属捕集剤の添加量が不十分となると煤塵中の
金属水酸化物が溶出し易くなる。このような問題を解決するには、予め多量の金属捕集剤
等を添加すれば良いが、必要量以上に多量の金属捕集剤を使用することとなり、無駄なコ
ストがかかるという問題がある。煤塵中の金属を確実に固定化するに必要な金属捕集剤を
添加するためには、１３号溶出試験を行って煤塵から溶出液中に溶出した金属濃度を原子
吸光法等によって測定し、溶出した金属濃度に応じて金属捕集剤添加量を増減させる方法
が考えられるが、溶出試験により煤塵からの溶出金属濃度を求めるには長時間が必要とな
り、刻々変化する酸性ガス濃度、金属濃度に応じた必要最小限度の消石灰、金属捕集剤を
添加して効率良く確実に排煙を処理することは困難であった。
【０００７】
　本発明は上記従来技術の課題に鑑みなされたもので、排煙中に含まれる塩化水素ガス等
の酸性ガス類や重金属類を効率よく確実に無害化して排煙を安全に処理することができる
排煙処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　即ち本発明は、
（１）焼却施設において排出される排煙を２００℃以下に冷却した後、集塵機出口の塩化
水素ガス濃度及び集塵機から分離した煤塵の溶出試験における溶出液のｐＨを所定時間毎
に測定しながら、塩化水素ガス濃度が１００ｐｐｍ以下となる量の消石灰及び、溶出試験
における溶出液のｐＨが１０．５～１２．０となる量の、硫酸アルミニウム及び／又は硫
酸第一鉄を主成分として含む煤塵処理剤を煙道内に導入して排煙と接触させることを特徴
とする排煙処理方法、
（２）排煙から分離した煤塵に、水とともに重金属固定化剤を添加して混練する上記（１
）の排煙処理方法、
（３）重金属固定化剤がジチオカルバミン酸型重金属固定化剤である上記（２）の排煙処
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理方法、
を要旨とするものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の排煙処理方法は、酸性ガスとしての塩化水素ガス濃度を集塵機出口において測
定し、当該塩素ガス濃度が１００ｐｐｍ以下となる量の消石灰を添加するようにしたため
、排煙中の塩素ガス等の酸性ガスを効果的に除去できる。また集塵機で分離された煤塵の
溶出試験における溶出液のｐＨを測定し、硫酸アルミニウム及び／又は硫酸鉄を主成分と
して含む煤塵処理剤をｐＨが１０．５～１２．０となる量添加して、排煙を処理する方法
を採用したため、排煙から分離した煤塵中の消石灰含有量が多い場合であっても、重金属
類を確実に処理するに必要な量の煤塵処理剤を添加することができ、必要以上に過剰な処
理剤の添加を抑えることができる。しかも、従来の金属捕集剤では固定化が困難であった
鉛、カドミウム、水銀、セレン、クロム（ＶＩ）、砒素、ホウ素、アンチモン等がオキソ
陰イオンやその塩の形態で含まれていても、これらを確実に不溶化処理することができる
。また煤塵の溶出試験における溶出液のｐＨを測定して煤塵処理剤の添加量を増減するよ
うにしたため、原子吸光法等によって煤塵からの溶出金属濃度を測定する方法に比べ、金
属濃度等が変化した場合でも迅速に対応でき、最適量の煤塵処理剤を添加することができ
るため、効率良く確実かつ安全に排煙の処理を行うことができる。また、排煙から分離し
た煤塵に水とともにジチオカルバミン酸型重金属固定化剤を添加して処理すると、煤塵中
の重金属類をより効果的に固定化できるとともに、排煙から分離した煤塵中の酸性物質は
消石灰によって中和されているため、ジチオカルバミン酸型重金属固定化剤が分解されて
有害ガスが発生する虞もなく、効果的に重金属類を処理できる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の排煙処理方法において、消石灰としては、市販の微粉末状の物を用いることが
できるが、更に多孔質状のものがより好ましい。消石灰は、集塵機出口の塩化水素ガス濃
度を測定しながら、当該箇所の塩化水素ガス濃度が１００ｐｐｍ以下となる量を添加する
。消石灰による塩化水素ガスの中和反応は、固体－気体反応であり反応効率が悪いため、
集塵機出口の塩化水素ガス濃度を１００ｐｐｍ以下とするのに必要な量に対して等量の消
石灰を添加したのでは、１００ｐｐｍ以下にすることは困難である。集塵機出口の塩化水
素ガス濃度を確実に１００ｐｐｍ以下となるようにするためには、消石灰添加前の塩化水
素ガス濃度（初期濃度当量）の２～４倍等量の消石灰を添加することが好ましく、２．５
～３．０倍等量添加することがより好ましい。集塵機出口の塩化水素ガス濃度はＪＩＳ　
Ｋ０１０７に準じて連続または３０秒～５分間隔で測定するが、連続測定することが好ま
しい。
【００１１】
　本発明方法において煤塵処理剤として用いる（ａ）硫酸第一鉄、および（ｂ）硫酸アル
ミニウムは、無水塩、含水塩のいずれも用いることができ、２種以上の塩を組み合わせて
用いることができるが、含水塩がより好ましい。煤塵処理剤が確実に水に溶解しないと煤
塵からの溶出液のｐＨを１２．０以下とすることが困難である。このため水に溶けにくい
硫酸第一鉄や硫酸アルミニウムの無水物よりも、水溶性の高い含水塩が好ましく、含水量
の多いものほど好ましい。また含水塩は自身の融点以上である、１５０～２００℃の煙道
中で一度溶解し、水分が蒸発しその際に自身はより多孔質となり、煙道中の重金属類を良
く吸着するとともに、水中で良く溶解し易くなる。そこで（ａ）硫酸第一鉄含水塩粉末と
して、生産量や価格面から硫酸第一鉄含水塩の１水塩～７水塩が好ましく、１水塩～３水
塩の粉末がより好ましい。また、（ｂ）硫酸アルミニウムの６水塩～１８水塩が用いられ
るが、中でも硫酸アルミニウム８水塩～１６水塩が好ましい。煤塵処理剤として用いる（
ａ）硫酸第一鉄、（ｂ）硫酸アルミニウムはいずれか一方を用いても、両者を併用しても
よいが、両者を重量比で（ａ）：（ｂ）＝３０～８０：２０～７０の割合となるように添
加することが好ましく、特に４０～７０：３０～６０の割合となるように添加することが
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好ましい。
【００１２】
　煤塵処理剤は、集塵機から分離した煤塵の溶出試験における溶出液のｐＨが１０．５～
１２．０となるように添加する。上記溶出試験における溶出液のｐＨは、集塵機で分離し
た煤塵１００重量部当たり、３０重量部の水を加えて混練した後、この混練物５０重量部
当たり、５００重量部のイオン交換水（ｐＨ＝６）を加えて１０～６０分間攪拌した時の
溶出液のｐＨである。本発明方法では、集塵機出口の塩化水素ガス濃度が１００ｐｐｍ以
下となるようにするために過剰の消石灰を添加しているため、煤塵処理剤を添加しないと
上記溶出試験における溶出液のｐＨは通常、１２．０を超えている。このため溶出液のｐ
Ｈが１０．５～１２．０の範囲となるように、排煙が排ガス急冷塔を通過した後で煤塵処
理剤を添加すればよい。溶出試験における溶出液のｐＨは１～６時間毎に１回測定するこ
とが好ましい。集塵機で得られる煤塵の溶出液のｐＨを１０．５～１２．０の範囲に調整
するための煤塵処理剤の添加量は次のような予備試験によって決定することができる。即
ち、得られた煤塵に所定量の煤塵処理剤を加え良くかき混ぜ、上記の如く煤塵と煤塵処理
剤混合物の溶出試験を行い、溶出液のｐＨが１０．５～１２．０となる煤塵処理剤の量か
ら求めることができる。
【００１３】
　本発明において、排煙から分離した煤塵に、水とともに重金属固定化剤を添加し、混練
して煤塵を処理しても良い。重金属固定化剤としては、無機系および有機系化合物が知ら
れているが、添加量、重金属に対する処理効果、および使い易さの点から有機系がより好
ましい。無機系重金属固定化剤としては、正燐酸や、ポリ燐酸、メタ燐酸、ピロ燐酸、過
燐酸、トリポリ燐酸、ヘキサメタ燐酸等の重合燐酸、亜燐酸、次亜燐酸とそれらのアルカ
リ金属塩、珪酸とそのアルカリ塩類、硫酸第一鉄、硫酸第二鉄、硫酸アルミニウム、塩化
第二鉄、ポリ塩化アルミニウム等が挙げられるが、正燐酸とその塩類、珪酸とその塩類、
硫酸第一鉄、硫酸アルミニウムが好ましい。また、市販品としてアッシュナイトＲ－１０
２、Ｒ－２０２、Ｒ－７０１、Ｒ－７０２；栗田工業株式会社、コウエイキレート３００
、４００；ラサ晃栄株式会社、アッシュガードＡＧ－１００、ＡＧ－２００、ＡＧ－３０
０；株式会社ジコー等が挙げられる。
　ジチオカルバミン酸系重金属固定化剤としてはポリアミン類の窒素に少なくとも１個の
ジチオ酸基やそのアルカリ塩基が官能基として結合した化合物等を用いることができる。
ポリアミン類としては、例えばモノエチルアミン、モノプロピルアミン、モノイソプロピ
ルアミン、モノブチルアミン、モノイソブチルアミン、アミルアミン、２－エチルヘキシ
ルアミン、シクロへキシルアミン、ベンジルアミン等のモノアルキルアミン；ジメチルア
ミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジブチルアミン、ジ
イソブチルアミン、エチルメチルアミン、メチルプロピルアミン、イソプロピルメチルア
ミン、ブチルメチルアミン、イソブチルメチルアミン、エチルプロピルアミン、エチルイ
ソプロピルアミン、ブチルエチルアミン、エチルイソブチルアミン、イソプロピルプロピ
ルアミン、ブチルプロピルアミン、ブチルイソブチルアミン、ジアミルアミン、ジ－２－
エチルヘキシルアミン等のジアルキルアミン；エチレンジアミン、プロピレンジアミン、
ブチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ジエチレントリアミン、ジプロピレントリ
アミン、ジブチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、トリプロピレンテトラミン、
トリブチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、テトラプロピレンペンタミン、ペ
ンタエチレンヘキサミン、ヘキサエチレンヘプタミン、イミノビスプロピルアミン、モノ
メチルアミノプロピルアミン、メチルイミノビスプロピルアミン、１，３－プロパンジア
ミン、１，４－ブタンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、Ｎ
，Ｎ´－ジメチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ′－ジエチルプロピレンジアミン、Ｎ，Ｎ′
－ジエチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ′－ジエチルプロピレンジアミン、モルホリン；ピ
ペラジン；ピロリジン、ポリエチレンイミン、ポリプロピレンイミン、ポリビニルアミン
、ポリアリルアミン等が挙げられる。また、本発明において、ジチオカルバミン酸型重金
属固定剤としては市販のものを使用することが出来る。市販品として株式会社荏原製作所
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製のアッシュクリーン（アッシュクリーンＣ－５００、Ｃ－５０５、Ｃ－５０８等）、栗
田工業株式会社製のアッシュナイトＳ－８０３、東ソー株式会社製のＴＳ－２７５、ＴＳ
－３００、不二サッシ株式会社製のアルサイトＬ－１０５、ミヨシ油脂株式会社製のエポ
ルバ（ＮＥＷエポルバ８００、ＮＥＷエポルバ８００Ａ、ＮＥＷエポルバ８１０等）、エ
ポアッシュＭ－１、日本曹達株式会社製のハイジオン－ＶＧ、ラサ晃栄株式会社製のコウ
エイキレート（コウエイ１００シリーズ、コウエイ５００シリーズ等）等が挙げられる。
　これらの重金属固定化剤はごく一般的なゴミ焼却場のアルカリ性煤塵に対して、無機系
の場合：１０～２０重量％、有機系の場合：３～５重量％添加することにより煤塵中の重
金属の溶出を防止できるが、本発明で得られる煤塵に対して重金属固定化剤の添加量は無
機系の場合：１～５重量％、有機系の場合：０．０５～０．５重量％で良い。
【００１４】
　消石灰及び煤塵処理剤は、排煙を排ガス急冷塔で２００℃以下に冷却した後に添加する
が、排煙温度が１５０～２００℃で添加することがより好ましい。従って、通常は排煙を
、排煙急冷反応塔（排ガス急冷塔）を通過させ、排煙温度が２００℃以下としてから、排
煙が集塵機を通過する前の工程において、消石灰、煤塵処理剤を煙道に噴霧する等の方法
で添加する。排ガス急冷塔を通過した排煙に消石灰と煤塵処理剤を同時に添加するのが一
般的であるが、それぞれ別々に添加しても効果は変わらない。
【００１５】
　本発明の排煙処理方法は、都市ゴミ焼却場、産業廃棄物焼却場、石炭を燃料とする火力
発電所等で発生する排煙等、酸性ガス、ダイオキシン類、重金属類を含む排煙の処理に好
適である。本発明方法は、また、鉛、カドミウム、水銀、銅、亜鉛、クロム,マンガン、
鉄などの陽イオンとして溶出する重金属類の他に、セレン、クロム（ＶＩ）、砒素、アン
チモン、ホウ素等のオキソ陰イオンとして溶出する重金属類も処理する事が可能である。
【実施例】
【００１６】
　以下、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。
実施例１～６、比較例１～２
　都市ゴミ焼却場焼却炉設備の排ガス急冷塔通過後における、消石灰無添加時の排ガス運
転条件は、ＨＣｌガス濃度７００～７５０ｐｐｍ（Ｏ２：１２％換算）、排煙量：１００
０ｍ３Ｎ－ｗｅｔ／ｈｒ、煤塵濃度４ｇ／ｍ３Ｎ－ｄｒｙである。排ガス急冷塔を通過し
た後の煙道内において（排煙温度１８０℃）、表１に示す添加量の消石灰単独、及び消石
灰と煤塵処理剤を煙道内に添加して、塩化水素ガス濃度はＪＩＳ　Ｋ０１０７に準じて１
分毎に測定した。薬剤を添加してから２時間後までのｐＨの値を表２に示す。また、薬剤
を添加して２時間後、バグフィルターで集塵された煤塵をサンプリングし、煤塵１００重
量部に対し３０重量部の水を加え混練した。混練処理した煤塵５０重量部をイオン交換水
（ｐＨ＝６）５００重量部に加え、３０分間攪拌して溶出試験を行い１μｍのグラスファ
イバーろ紙でろ過し、ろ液（溶出液）のｐＨを測定した。また、前記と同様の２時間後サ
ンプリングした煤塵を同様に混練処理して得られたサンプルを環境庁告示１３号法により
溶出試験を行い重金属濃度とｐＨを測定した結果を表２に示す。なお、比較例１および実
施例１～５で使用した消石灰はＪＩＳ特号（１５ｍ２／ｇ)である。また、比較例２及び
実施例６で使用した多機能消石灰は奥多摩工業株式会社製、タマカルクースポンジアカル
（ＴＫ－ＳＰ）(比表面積：４５ｍ２／ｇ)である。
【００１７】



(7) JP 2010-279930 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

【表１】

【００１８】
【表２】



(8) JP 2010-279930 A 2010.12.16

10

20

30

【００１９】
　実施例７～１０、比較例３
　産業廃棄物焼却場の焼却炉設備の排ガス急冷塔通過後における、消石灰無添加時の排ガ
ス運転条件は、ＨＣｌガス濃度７５０～８００ｐｐｍ（Ｏ２：１２％換算）、排煙量：５
０，０００ｍ３Ｎ－ｗｅｔ／ｈｒ、煤塵濃度２．５ｇ／ｍ３Ｎ－ｄｒｙである。排ガス急
冷塔を通過した後の煙道内において（排煙温度１５０℃）、表３に示す添加量の消石灰単
独、及び消石灰と煤塵処理剤を塩道内に添加して、塩化水素ガス濃度はＪＩＳ　Ｋ０１０
７に準じて１分毎に測定した。薬剤を添加してから２時間後までのｐＨの値を表４に示す
。また、薬剤を添加して２時間後バグフィルターで集塵された煤塵をサンプリングし、煤
塵１００重量部に対し３０重量部の水を加え混練した。混練処理した煤塵５０重量部をイ
オン交換水（ｐＨ＝６）５００重量部に加え、３０分間攪拌して溶出試験を行い１μｍの
グラスファイバーろ紙でろ過してろ液（溶出液）のｐＨを測定した。また、前記と同様の
２時間後サンプリングした煤塵を同様に混練処理して得られたサンプルを環境庁告示１３
号法により溶出試験を行い重金属濃度とｐＨを測定した結果を表４に示す。なお、比較例
３および実施例７～１０で使用した多機能消石灰は奥多摩工業株式会社製、タマカルクー
スポンジアカル（ＴＫ－ＳＰ）(比表面積：４５ｍ２／ｇ)である。
【００２０】
【表３】

【００２１】
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【表４】

【００２２】
実施例１１～１５、比較例４、５
　産業廃棄物焼却場の焼却炉設備の排ガス急冷塔通過後における、消石灰無添加時の排ガ
ス運転条件は、ＨＣｌガス濃度４５０～５００ｐｐｍ（Ｏ２：１２％換算）、排煙量：２
３，０００ｍ３Ｎ－ｗｅｔ／ｈｒ、ばいじん濃度３ｇ／ｍ３Ｎ－ｄｒｙである。排ガス急
冷塔を通過した後の煙道内において（排煙温度１８０℃）、表５に示す添加量の消石灰単
独、及び消石灰と煤塵処理剤を煙道内に添加して、塩化水素ガス濃度はＪＩＳ　Ｋ０１０
７に準じて１分毎に測定した。薬剤を添加してから２時間後までのｐＨの値を表６に示す
。また、薬剤を添加して２時間後バグフィルターで集塵された煤塵をサンプリングし、煤
塵１００重量部に対し３０重量部の水を加え混練した。混練処理した煤塵５０重量部をイ
オン交換水（ｐＨ＝６）５００重量部に加え、３０分間攪拌して溶出試験を行い１μｍの
グラスファイバーろ紙でろ過してろ液（溶出液）のｐＨを測定した。
　また、前記と同様の２時間後、サンプリングした煤塵を同様に混練処理して得られたサ
ンプルを環境庁告示１３号法により溶出試験を行い重金属濃度とｐＨを測定した結果を表
４に示す。なお、比較例４および実施例１１で使用した消石灰はＪＩＳ特号（１５ｍ２／
ｇ)である。また、比較例５及び実施例１２～１５で使用した多機能消石灰は吉澤石灰工
業株式会社製、カルミユーメソックスＤ(比表面積：４０～５０ｍ２／ｇ)である。
【００２３】
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【表５】

【００２４】
【表６】

【００２５】
実施例１６～２５、比較例６～１３
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　実施例1、３、１０、１３、比較例１、３、５において、バグフィルターで集塵された
煤塵１００重量部に水３０重量部、ジチオカルバミン酸系重金属固定剤を表７、８に示す
量加え、混練機で混練した。処理飛灰からの重金属類の溶出試験を環境庁告示１３号法に
より行った。これらの結果を表７、表８に示す。
【００２６】
【表７】
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【表８】
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